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金 額科 目金 額科 目

４，８０４，５４１
３６５，５７０
７３，１８７
５，６５２
３１４
１４３

５２，３７２
３，３８７
３５７

４８，６２７
４０，６３０
８０５
１５５
４６３

３８，３６２
５，３８２，１９９

２４，６５８
７，８５０
７，８３５
１５

２６９，５３２
２４，６５８
２４４，８７４

８７０
２３７，４０５
６，５９９

△　　２，１２３
２９９，９１８
２８，１３０

△　　　１０６
２８，０２３
３２７，９４１

（負　債　の　部）
預 金
譲 渡 性 預 金
コ ー ル マ ネ ー
債券貸借取引受入担保金
借 用 金
外 国 為 替
そ の 他 負 債
未 払 法 人 税 等
リ ー ス 債 務
そ の 他 の 負 債

退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
睡眠預金払戻損失引当金
偶 発 損 失 引 当 金
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計
（純　資　産　の　部）
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
その他資本剰余金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金
別 途 積 立 金
繰越利益剰余金

自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
評価・換算差額等合計
純 資 産 の 部 合 計

１００，１９８

７３，３５５

１９，２０６

４１，３５２

４２，１５６

２，０５２，４５７

３，３００，２７２

８１１

１８，２３１

４０，５２３

３８４

２８，６１３

３８，３６２

△　４５，７８４

（資　産　の　部）

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

５，７１０，１４１負債及び純資産の部合計５，７１０，１４１資 産 の 部 合 計

中間貸借対照表（平成２０年９月３０日現在）
（単位：百万円）

株式会社�
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平成２０年１２月２５日



金 額科 目

５９，６５１　経 常 収 益

４６，８９８　資 金 運 用 収 益
（　　３１，８６４）（う ち 貸 出 金 利 息）
（　　１４，５４２）（うち有価証券利息配当金）

７，９４９　役 務 取 引 等 収 益
２，６４１　そ の 他 業 務 収 益
２，１６１　そ の 他 経 常 収 益

５３，４８１　経 常 費 用

８，５５１　資 金 調 達 費 用
（　　　６，１５２）（う ち 預 金 利 息）

３，１５６　役 務 取 引 等 費 用
３，０２０　そ の 他 業 務 費 用
３０，４００　営 業 経 費
８，３５２　そ の 他 経 常 費 用

６，１６９　経 常 利 益

０　特 別 利 益

２８０　特 別 損 失

５，８８８　税 引 前 中 間 純 利 益

３，５１８　法人税、住民税及び事業税

△　　１，４８４　法 人 税 等 調 整 額

３，８５４　中 間 純 利 益

（単位：百万円）

中間損益計算書（　　　　　　　　　　）平成２０年４月１日から
平成２０年９月３０日まで
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
２．有価証券の評価基準及び評価方法
�　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・
子法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては中
間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについて
は移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（追加情報）
　従来、その他有価証券のうち変動利付国債は、市場価格に基づく価額により評価しておりましたが、
「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第２５号平成２０年１０
月２８日）が公表されたことに伴い、市場価格を時価とみなせないと当行が判断する基準により、当中間
期においては合理的な見積りに基づき算定された価額により評価しております。
　これにより、市場価格に基づく価額により評価した場合に比べ、有価証券は２６，０９５百万円、その他有
価証券評価差額金は１５，５００百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は１０，５９４百万円減少しております。な
お、これによる損益への影響はありません。
�　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については時
価法、その他の金銭の信託については上記�のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
４．固定資産の減価償却の方法
�　有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　建　　　物　　　５年～３１年
　　そ　の　他　　　４年～２０年

�　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。
�　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐
用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

５．引当金の計上基準
�　貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。

個 別 注 記 表



�　退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中
間期末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異　各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）による定額法

により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理
�　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく当期末における要支給額の
うち、当中間期末において発生していると認められる額を計上しております。
�　睡眠預金払戻損失引当金
　利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実
績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
�　偶発損失引当金
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。

６．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建の資産・負債については、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
７．リース取引の処理方法
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始する事
業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
８．ヘッジ会計の方法
�　金利リスク・ヘッジ
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジによって
おります。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及
び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき処理しております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸
出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評
価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の
金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象資
産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
�　為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨
建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第
２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権
債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である
外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによ
りヘッジの有効性を評価しております。

９．消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号平成１９年３月３０日）及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する事業
年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から同会計基準及び適用指針を適用しております。
　これにより、従来の方法に比べ、「有形固定資産」中のリース資産は３５６百万円、「その他負債」中の「リー
ス債務」は３５７百万円増加しておりますが、損益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

（中間貸借対照表関係）
　「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」
（内閣府令第４４号平成２０年７月１１日）により改正され、平成２０年４月１日以後開始する事業年度から適用さ
れることになったことに伴い、当中間期から「その他負債」中の「未払法人税等」、「リース債務」及び「そ
の他の負債」を内訳表示しております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）
１．関係会社の株式総額　　　　　　　　　９２　百万円
２．貸出金のうち、破綻先債権額は５，３８２百万円、延滞債権額は９５，３８５百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を
行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第
９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出
金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
３．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５７１百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
４．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は３５，２４６百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１３６，５８５百万円
であります。
　なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は２０，９９８百万円であります。
７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　　　　　　　　１２３，５５５　百万円
　その他資産　　　　　　　　　　　１４１　百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　　　　　　　　　３９，０３１　百万円
　債券貸借取引受入担保金　　　　５，６５２　百万円
　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３５，８３２百万円を
差し入れております。
　なお、その他資産のうち保証金は６１百万円であります。
８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，３２４，２３８百万円であります。このうち原契約
期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが１，３０５，１０４百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、
金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要



に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき
顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
９．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　６８，２３５　百万円
１０．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当
行の保証債務の額は１３，０４７百万円であります。

１１．１株当たりの純資産額　　　　　８６４　円　５５　銭
１２．銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ（１０）に規定する単体自己資本比率（国内基準）１２．８５％

（中間損益計算書関係）
１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額６，２１７百万円、債権売却損１，５２３百万円及び株式等償却１３５百
万円を含んでおります。
２．１株当たり中間純利益金額　　　　　１０　円　１５　銭
３．当中間期において、宮城県内の営業用店舗３か所及び遊休資産１か所について減損損失を計上しており
ます。
　当行は、減損損失の算定にあたり、原則として、営業用店舗については継続的に収支の把握を行ってい
る個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。減損
損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引
前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額２２５百万円（土地１９８百万円、建物１８百万円、その他の有形固定資産６百万円、その他１百万
円）を減損損失として特別損失に計上しております。
　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引い
て、それぞれ算定しております。

（有価証券関係）
　中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他買入金銭債権が含まれております。
１．その他有価証券で時価のあるもの（平成２０年９月３０日現在）

（注）１．中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したもの
であります。
２．当中間期において、その他有価証券で時価のある株式等について３，１２７百万円減損処理を行っ
ております。

　売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて、時価が５０％以上下落した銘柄につ
いてはすべて、また、これ以外で、時価が３０％以上下落した銘柄については、過去の一定期間の下落率
を勘案し、価格回復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

評価差額中間貸借対照表計上額取得原価
（百万円）（百万円）（百万円）

６４，１３２１５０，１７３８６，０４０株式

８，９２４１，６３９，９７２１，６３１，０４８債券

５，８３５９１０，８９９９０５，０６４　国債

３９６８９，６８７８９，２９０　地方債

△　　　　　　１１９，９９１１９，９９３　短期社債

２，６９３６１９，３９３６１６，６９９　社債

△　２８，４９８２４５，６５９２７４，１５８その他

４４，５５７２，０３５，８０５１，９９１，２４７合計



（７）

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成２０年９月３０日現在）

（金銭の信託関係）
　　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２０年９月３０日現在）

（注）　中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したもので
あります。

（税効果会計関係）
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　１７，３３４　百万円
退職給付引当金　　　　　　　　　　１６，４３５
減価償却　　　　　　　　　　　　　８，５９１
有価証券償却　　　　　　　　　　　３，４７６
その他　　　　　　　　　　　　　　３，７１４
繰延税金資産小計　　　　　　　　　　４９，５５１
評価性引当額　　　　　　　　　　△　３，３７１
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　４６，１８０

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金　　　△　１６，９７７
固定資産圧縮積立金　　　　　　△　　５９０

繰延税金負債合計　　　　　　　　△　１７，５６７
繰延税金資産の純額　　　　　　　　　２８，６１３　百万円

金　　額（百万円）内　　容

１，７７８
満期保有目的の債券
　貸付債権信託受益権

９２
子会社・子法人等株式
　子会社・子法人等株式

３，２４２
１３，０４７
２６９

その他有価証券
　非上場株式
　公募債以外の内国非上場債券
　投資事業組合出資金

評価差額中間貸借対照表計上額取得原価
（百万円）（百万円）（百万円）

５４９２１，９７０２１，４２０その他の金銭の信託



金 額科 目金 額科 目

４，８０２，４０７

３６５，３７０

７３，１８７

５，６５２

１６，２３９

１４３

６３，２５１

４１，０４７

８６２

１５５

４６３

３８，３６２

５，４０７，１４３

２４，６５８

７，８５０

２７０，７３３

△　　２，０９７

３０１，１４４

２８，１３２

△　　　１０６

２８，０２６

９，０４４

３３８，２１５

（負　債　の　部）

預 金

譲 渡 性 預 金

コールマネー及び売渡手形

債券貸借取引受入担保金

借 用 金

外 国 為 替

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

役員退職慰労引当金

睡眠預金払戻損失引当金

偶 発 損 失 引 当 金

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

（純　資　産　の　部）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

自 己 株 式

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評価・換算差額等合計

少 数 株 主 持 分

純 資 産 の 部 合 計

１００，２６８

７３，３５５

１９，２０６

４１，３５２

４２，１５６

２，０６２，３１３

３，２８４，６７８

８１１

２９，７３８

３０，７５４

４２，７８８

１，６８１

３１，９１１

３８，３６２

△　５４，０２０

（資　産　の　部）

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

リース債権及びリース投資資産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

５，７４５，３５８負債及び純資産の部合計５，７４５，３５８資 産 の 部 合 計

中間連結貸借対照表（平成２０年９月３０日現在）
（単位：百万円）

株式会社�

仙台市青葉区中央三丁目３番２０号�

取締役頭取�鎌　田　　宏�

第 １２５ 期　中 間 決 算 公 告

平成２０年１２月２５日



（９）

金 額科 目

６８，７６５　経 常 収 益

４７，２０６　資 金 運 用 収 益
（　　３２，１２７）（う ち 貸 出 金 利 息）
（　　１４，５８７）（うち有価証券利息配当金）

８，３７９　役 務 取 引 等 収 益
１１，１０６　そ の 他 業 務 収 益
２，０７２　そ の 他 経 常 収 益

６２，３２９　経 常 費 用

８，６６０　資 金 調 達 費 用
（　　　６，１５０）（う ち 預 金 利 息）

２，８８１　役 務 取 引 等 費 用
１０，３７６　そ の 他 業 務 費 用
３１，１５８　営 業 経 費
９，２５３　そ の 他 経 常 費 用

６，４３５　経 常 利 益

３３　特 別 利 益

２８０　特 別 損 失

６，１８８　税金等調整前中間純利益

３，８６３　法人税、住民税及び事業税

△　　１，６１６　法 人 税 等 調 整 額

６２　少 数 株 主 利 益

３，８７９　中 間 純 利 益

（単位：百万円）

中間連結損益計算書（　　　　　　　　　　）平成２０年４月１日から
平成２０年９月３０日まで



　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

１．中間連結財務諸表の作成方針

�　連結の範囲に関する事項
�　連結される子会社及び子法人等　　　７社
連結される子会社名
　七十七ビジネスサービス株式会社
　七十七スタッフサービス株式会社
　七十七事務代行株式会社
連結される子法人等名
　七十七リース株式会社
　七十七信用保証株式会社
　七十七コンピューターサービス株式会社
　株式会社七十七カード

�　非連結の子会社及び子法人等
該当ありません。

�　持分法の適用に関する事項
�　持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等
　　該当ありません。
�　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等
　　該当ありません。
�　連結される子会社及び子法人等の中間決算日等に関する事項
連結される子会社及び子法人等の中間決算日は次のとおりであります。
　９月末日　　　　７社

２．会計処理基準に関する事項

�　商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
�　有価証券の評価基準及び評価方法
�　有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その
他有価証券のうち時価のあるものについては中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価
は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により
行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
（追加情報）
　従来、その他有価証券のうち変動利付国債は、市場価格に基づく価額により評価しておりましたが、
「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第２５号平成２０年
１０月２８日）が公表されたことに伴い、市場価格を時価とみなせないと当行が判断する基準により、当
中間連結会計期間においては合理的な見積りに基づき算定された価額により評価しております。
　これにより、市場価格に基づく価額により評価した場合に比べ、有価証券は２６，０９５百万円、その他
有価証券評価差額金は１５，５００百万円それぞれ増加し、繰延税金資産は１０，５９４百万円減少しております。
なお、これによる損益への影響はありません。
�　金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、運用目的の金銭の信託については
時価法、その他の金銭の信託については上記�のうちのその他有価証券と同じ方法により行っております。

�　デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、原則として時価法により行っております。
�　減価償却の方法
�　有形固定資産（リース資産を除く）
　当行の有形固定資産は、定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しており
ます。

連 結 注 記 表



（１１）

　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建　　　物　　　５年～３１年
そ　の　他　　　４年～２０年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として定率法により償却しておりま
す。
�　無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当
行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
�　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を
耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

�　貸倒引当金の計上基準
　当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者に係る債権及びそれと同等の状況に
ある債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る
可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める
額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸
倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独
立した資産自己査定監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行って
おります。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、自己査定結果に基づき、一般債権について
は過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回
収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ引き当てております。
�　退職給付引当金の計上基準
　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基
づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異　各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１０年）

による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
�　役員退職慰労引当金の計上基準
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規定に基づく期末要支給額のうち、当中
間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
�　睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
　利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実
績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
�　偶発損失引当金の計上基準
　信用保証協会との責任共有制度にかかる将来の負担金の支払に備えるため、対象債権に対する代位弁
済の実績率を合理的に見積もり、必要と認める額を計上しております。
�　外貨建資産・負債の換算基準
　外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
�　リース取引の処理方法
（借手側）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始す
る連結会計年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。
（貸手側）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１日前に開始す
る連結会計年度に属するものについては、前連結会計年度末における固定資産の適正な帳簿価格を
リース投資資産の期首簿価として計上しております。



�　重要なヘッジ会計の方法
�　金利リスク・ヘッジ
　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、原則として繰延ヘッジ
によっております。ヘッジ取引は、個別ヘッジのほか、「銀行業における金融商品会計基準適用に関す
る会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき処理して
おります。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象と
なる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピング
のうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対
象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
　このほか、ヘッジ会計の要件を充たしており、かつ想定元本、利息の受払条件及び契約期間が対象
資産とほぼ同一である金利スワップ等については、金利スワップの特例処理を行っております。
�　為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第２５号）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外
貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引をヘッジ手段とし、
ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在すること
を確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

�　消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。た
だし、当行の有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間連結会計期間の費用に計上しております。

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（リース取引に関する会計基準）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ
ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第１３号平成１９年３月３０日）及び「リース取
引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１６号同前）が平成２０年４月１日以後開始する連結
会計年度から適用されることになったことに伴い、当中間連結会計期間から同会計基準及び適用指針を適用
しております。
　これによる借手側の損益等に与える影響額は軽微であります。
　貸手側については、従来の方法に比べ、リース債権及びリース投資資産は２９，７３８百万円増加し、有形固定
資産は２６，９９８百万円、無形固定資産は２，１５４百万円それぞれ減少しております。また、経常利益は６０百万円、
税金等調整前中間純利益は２８百万円それぞれ減少しております。

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）
１．貸出金のうち、破綻先債権額は６，３６５百万円、延滞債権額は９７，５４８百万円であります。
　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元
本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を
行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第
９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出
金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
２．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は５７１百万円であります。
　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸
出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
３．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は３５，３７６百万円であります。
　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
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４．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１３９，８６１百万円
であります。
　なお、上記１．から４．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
５．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会業種別監査委員会報告第２４号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れ
た商業手形は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額
は２０，９９８百万円であります。
６．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　　　　　　　１２３，５５５　百万円
　その他資産　　　　　　　　　　１４１　百万円
　リース投資資産　　　　　　　　９７７　百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　　　　　　　　３９，０３１　百万円
　債券貸借取引受入担保金　　　５，６５２　百万円
　借用金　　　　　　　　　　　　６３７　百万円

　上記のほか、為替決済取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券１３５，８３２百万円を
差し入れております。
　また、その他資産のうち保証金は１１１百万円であります。
７．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場
合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する
契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、１，３９６，２６２百万円であります。このうち原契約
期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが１，３７７，１２８百万円あります。
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが
必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものでは
ありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、
当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をす
ることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等
の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握
し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
８．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　７３，７１７　百万円
９．借用金には、リース投資資産１４，６２０百万円を担保に提供する債権譲渡予約を行っている借入金１２，１８４百
万円が含まれております。

１０．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する当
行の保証債務の額は１３，０４７百万円であります。

１１．１株当たりの純資産額　　　　　８６７　円　７９　銭
１２．銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）１３．０７％

（中間連結損益計算書関係）
１．「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額７，０６０百万円、債権売却損１，５２３百万円及び株式等償却１３５百
万円を含んでおります。
２．１株当たり中間純利益金額　　　　　１０　円　２２　銭
３．当中間連結会計期間において、宮城県内の営業用店舗３か所及び遊休資産１か所について減損損失を計
上しております。
　当行は、減損損失の算定にあたり、原則として、営業用店舗については継続的に収支の把握を行ってい
る個別営業店単位で、遊休又は処分予定資産については各資産単位で、グルーピングしております。減損
損失を計上した資産グループは、営業キャッシュ・フローの低下及び継続的な地価の下落等により、割引
前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額に満たないことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、
当該減少額２２５百万円（土地１９８百万円、建物１８百万円、その他の有形固定資産８百万円）を減損損失とし
て特別損失に計上しております。



　なお、回収可能価額は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い方としており、正味売却価額による場
合は不動産鑑定評価基準等に基づき、使用価値による場合は将来キャッシュ・フローを３．６％で割り引い
て、それぞれ算定しております。

（有価証券関係）
　中間連結貸借対照表の、「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他買入金銭債権が含まれております。
１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成２０年９月３０日現在）

（注）　時価は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。
２．その他有価証券で時価のあるもの（平成２０年９月３０日現在）

（注）１．中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価によ
り計上したものであります。
２．当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式等について３，１２７百万円減損
処理を行っております。

　売買目的有価証券以外の有価証券のうち時価のあるものについて、時価が５０％以上下落した銘柄につ
いてはすべて、また、これ以外で、時価が３０％以上下落した銘柄については、過去の一定期間の下落率
を勘案し、価格回復の可能性の認められないものについて、それぞれ減損処理を行っております。

差　額時　価中間連結貸借対照表計上額
（百万円）（百万円）（百万円）

２４８，１４０８，１１５国債

△　　　　　　６１，６９３１，６９９地方債

１８９，８３４９，８１５合計

評価差額中間連結貸借対照表計上額取得原価
（百万円）（百万円）（百万円）

６４，１７５１５０，２５８８６，０８３株式

８，９２４１，６３９，９７２１，６３１，０４８債券

５，８３５９１０，８９９９０５，０６４　国債

３９６８９，６８７８９，２９０　地方債

△　　　　　　１１９，９９１１９，９９３　短期社債

２，６９３６１９，３９３６１６，６９９　社債

△　２８，４９８２４５，６５９２７４，１５８その他

４４，６００２，０３５，８９０１，９９１，２９０合計
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額（平成２０年９月３０日現在）

（金銭の信託関係）
　　その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成２０年９月３０日現在）

（注）　中間連結貸借対照表計上額は、当中間連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により
計上したものであります。

金　　額（百万円）内　　容

１，７７８
満期保有目的の債券
　貸付債権信託受益権

３，２８９
１３，０４７
２６９

その他有価証券
　非上場株式
　公募債以外の内国非上場債券
　投資事業組合出資金

評価差額中間連結貸借対照表計上額取得原価
（百万円）（百万円）（百万円）

５４９２１，９７０２１，４２０その他の金銭の信託
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